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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　容器本体の開口部を蓋体で着脱自在に覆う収納容器の蓋体であって、
　上記蓋体を、上記容器本体の開口部に嵌め入れられる嵌合プレートと、この嵌合プレー
トに取り付けられ、外部操作に基づいて上記容器本体の開口部に嵌め入れられた嵌合プレ
ートを施錠又は解錠する係止機構と、該嵌合プレートの表面に取り付けられて該係止機構
を覆うカバー体とから構成し、
　上記蓋体の嵌合プレートの表面中央に膨出台座を形成してその両側壁上部にはつばを張
り出し形成し、上記蓋体の係止機構を、上記嵌合プレートに支持される回転可能な回転プ
レートと、該嵌合プレートに支持され、上記回転プレートの回転によりスライドして上記
容器本体の開口部内周の凹み穴に係わり合う複数の係止プレートとから構成し、上記蓋体
のカバー体の中央部を上記係止機構の回転プレートに対応して丸く形成するとともに、こ
のカバー体の中央部から上下に伸びる上下部を該係止機構の係止プレートに対応するよう
それぞれ略長方形に形成し、カバー体には、該係止機構用の貫通操作孔を設けたことを特
徴とする収納容器の蓋体。
【請求項２】
　上記容器本体を、底部に中空を有する容器と、この容器の底部中空を覆う底板プレート
と、この底板プレートに設けられて該容器の開口部に嵌め入れられる蓋体嵌合枠とから構
成した請求項１記載の収納容器の蓋体。
【請求項３】
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　上記係止機構の回転プレートに手動操作レバーを設けるとともに、回転プレートの中心
部には外部操作用の操作穴を設けた請求項１又は２記載の収納容器の蓋体。
【請求項４】
　上記蓋体の嵌合プレートと上記カバー体のいずれか一方に係止部を、他方には該係止部
と着脱自在に係わり合う被係止部をそれぞれ設け、上記カバー体の中央部には、上記回転
プレートの操作穴に略対向する貫通操作孔を設けた請求項３記載の収納容器の蓋体。
【請求項５】
　容器本体の開口部を蓋体で着脱自在に覆う収納容器の蓋体であって、
　上記蓋体を、上記容器本体の開口部に嵌め入れられる嵌合プレートと、この嵌合プレー
トに取り付けられ、外部操作に基づいて上記容器本体の開口部に嵌め入れられた嵌合プレ
ートを施錠又は解錠する係止機構と、該嵌合プレートの表面に取り付けられて該係止機構
を覆うカバー体とから構成し、
　上記蓋体の嵌合プレートの表面中央に膨出台座を形成してその両側壁上部にはつばを張
り出し形成し、上記蓋体の係止機構を、回転可能な回転プレートと、この回転プレートの
回転によりカム面に案内されながらスライドし、上記容器本体の開口部内周の凹み穴に係
わり合う複数の係止プレートとから構成し、上記蓋体のカバー体の中央部を上記係止機構
の回転プレートに対応して丸く形成するとともに、このカバー体の中央部から上下に伸び
る上下部を該係止機構の係止プレートに対応するようそれぞれ略長方形に形成し、カバー
体の中央部には、該係止機構用の貫通操作孔を設けたことを特徴とする収納容器の蓋体。
【請求項６】
　上記容器本体を、底部に中空を有する容器と、この容器の底部中空を覆う底板プレート
と、この底板プレートに設けられて該容器の開口部に嵌め入れられる蓋体嵌合枠とから構
成した請求項５記載の収納容器の蓋体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体ウェーハやマスクガラス等の精密基板の収納、輸送、保管、あるいは精
密基板の加工に用いられる標準的な機械的インターフェイスを有する加工装置に接続可能
な収納容器の蓋体に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、半導体ウェーハ等からなる精密基板の加工装置に接続して使用される収納容器は、
図示しないが、複数枚の精密基板を整列収納するフロントオープンボックスタイプの容器
本体と、この容器本体の開口正面をシール状態に嵌合閉鎖する蓋体とから構成される。
容器本体は、レールやハンドルが装着され、これらレールやハンドルが自動搬送機構に支
持又は保持されて工程内を搬送される。また、蓋体は、容器本体の開口正面に嵌合される
中空プレートと、この中空プレートに締結具を介して内蔵され、外部からの外部操作に基
づいて容器本体の開口正面に嵌合された嵌合プレートを施錠又は解錠する複数の係止機構
とから構成される。
【０００３】
各係止機構は、例えば特表平４‐５０５２３４号や特開平８‐３４００４３号公報等に開
示されているように、嵌合プレートに軸支される回転可能な回転プレートと、嵌合プレー
トに支持され、回転プレートの回転によりカムやリンク機構を介し直線的にスライドし、
容器本体の開口正面内周の凹み穴に係止爪を嵌合係止する複数枚の係止プレートとから構
成される。また、特開２０００‐５８６３３号公報の場合には、蓋体の表面から操作孔を
介してアクセス可能な回転プレートと、この回転プレートに連結されて直線的にスライド
する複数枚の連結プレートと、各連結プレートの先端部に連結されて連動する揺動可能な
複数のクランプとから構成される。
このような収納容器は、自動搬送機構により搬送されて精密基板の加工装置に搭載され、
加工装置の蓋体開閉装置により容器本体から蓋体が自動的に取り外される。
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【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、収納容器は、一つのタイプに止まらず、半導体の生産工場で精密基板の受け入
れや出荷時に輸送容器に移し替えるためだけに使用されるタイプ、半導体の部品製造の後
工程内で精密基板を搬送したり、保管するためだけに使用されるタイプとに分類される。
これらのタイプの収納容器は、蓋体開閉の自動処理が可能で、しかも、安価であることが
望まれている。また昨今、精密基板の大口径化に伴い、ハンドリングが困難なバックグラ
インドされた極薄肉厚(０．３ｍｍ以下)の精密基板を搬送せず、後工程でバックグライン
ドする傾向にあるので、後工程の受け入れ工程でも前工程で使用される収納容器と互換性
を有する蓋体付きの収納容器が望まれている。
【０００５】
　さらに、精密基板の輸送に使用される輸送容器は、係止機構や基板押さえが安全な輸送
を主眼に構成されているので、工程内で使用される収納容器と異なり、蓋体の自動開閉処
理が困難化したり、加工装置に接続使用することができない。したがって、蓋体の開閉や
精密基板の移し替えに際しては別の装置が必要になる。
【０００６】
また、従来の収納容器は、複数の部品が螺着されることにより、蓋体が中空構造に構成さ
れるので、洗浄時に締結具に洗浄液が付着して乾燥に時間がかかるという問題がある。ま
た、蓋体は、自動的に開閉されるのが主であるが、時として手動で開閉操作しなければな
らない場合がある。この場合、専用の治具が必要になるが、係る専用の治具が手元に存在
しないときには、開閉操作することができない。さらに、係止機構は、部品点数が多く、
しかも、複雑な構造に構成されるので、高価にならざるを得ないという特徴がある。この
ような係止機構は、大量に使用される収納容器に採用すると、コスト削減の要請に背くの
で、到底採用することができない。
【０００７】
本発明は、上記に鑑みなされたもので、蓋体開閉の自動処理が可能で、例え後工程の受け
入れ工程でも前工程で使用される収納容器と互換性を有する蓋体付きの収納容器を得るこ
とができ、しかも、蓋体の開閉や基板の移し替えに際しても専用装置を特に必要としない
安価な収納容器の蓋体を提供することを目的としている。
また、洗浄の容易化や洗浄液を迅速に乾燥させることができ、専用の治具がなくても開閉
操作することができ、さらには係止機構の簡素化を図ることのできる収納容器の蓋体を提
供することを他の目的としている。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明においては上記課題を解決するため、容器本体の開口部を蓋体で着脱自在に覆う
ものであって、
　上記蓋体を、上記容器本体の開口部に嵌め入れられる嵌合プレートと、この嵌合プレー
トに取り付けられ、外部操作に基づいて上記容器本体の開口部に嵌め入れられた嵌合プレ
ートを施錠又は解錠する係止機構と、該嵌合プレートの表面に取り付けられて該係止機構
を覆うカバー体とから構成し、
　上記蓋体の嵌合プレートの表面中央に膨出台座を形成してその両側壁上部にはつばを張
り出し形成し、上記蓋体の係止機構を、上記嵌合プレートに支持される回転可能な回転プ
レートと、該嵌合プレートに支持され、上記回転プレートの回転によりスライドして上記
容器本体の開口部内周の凹み穴に係わり合う複数の係止プレートとから構成し、上記蓋体
のカバー体の中央部を上記係止機構の回転プレートに対応して丸く形成するとともに、こ
のカバー体の中央部から上下に伸びる上下部を該係止機構の係止プレートに対応するよう
それぞれ略長方形に形成し、カバー体には、該係止機構用の貫通操作孔を設けたことを特
徴としている。
　なお、上記容器本体を、底部に中空を有する容器と、この容器の底部中空を覆う底板プ
レートと、この底板プレートに設けられて該容器の開口部に嵌め入れられる蓋体嵌合枠と
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から構成することができる。
　また、上記係止機構の回転プレートに手動操作レバーを設けるとともに、回転プレート
の中心部には外部操作用の操作穴を設けることができる。
　また、上記蓋体の嵌合プレートと上記カバー体のいずれか一方に係止部を、他方には該
係止部と着脱自在に係わり合う被係止部をそれぞれ設け、上記カバー体の中央部には、上
記回転プレートの操作穴に略対向する貫通操作孔を設けることもできる。
【０００９】
　また、本発明においては上記課題を解決するため、容器本体の開口部を蓋体で着脱自在
に覆うものであって、
　上記蓋体を、上記容器本体の開口部に嵌め入れられる嵌合プレートと、この嵌合プレー
トに取り付けられ、外部操作に基づいて上記容器本体の開口部に嵌め入れられた嵌合プレ
ートを施錠又は解錠する係止機構と、該嵌合プレートの表面に取り付けられて該係止機構
を覆うカバー体とから構成し、
　上記蓋体の嵌合プレートの表面中央に膨出台座を形成してその両側壁上部にはつばを張
り出し形成し、上記蓋体の係止機構を、回転可能な回転プレートと、この回転プレートの
回転によりカム面に案内されながらスライドし、上記容器本体の開口部内周の凹み穴に係
わり合う複数の係止プレートとから構成し、上記蓋体のカバー体の中央部を上記係止機構
の回転プレートに対応して丸く形成するとともに、このカバー体の中央部から上下に伸び
る上下部を該係止機構の係止プレートに対応するようそれぞれ略長方形に形成し、カバー
体の中央部には、該係止機構用の貫通操作孔を設けたことを特徴としている。
　なお、上記容器本体を、底部に中空を有する容器と、この容器の底部中空を覆う底板プ
レートと、この底板プレートに設けられて該容器の開口部に嵌め入れられる蓋体嵌合枠と
から構成することが可能である。
【００１０】
ここで、特許請求の範囲における容器本体は、半導体ウェーハやマスクガラス等からなる
単数複数の精密基板を主に収納するが、機械・電気・電子部品や雑貨等、他の物品を収納
するものでも良い。この容器本体は、正面が開口部であるのが主であるが、例えば上面が
開口していても良い。また、係止機構は単数複数いずれでも良い。係止部と被係止部とし
ては、相互に係わり合って固定機能を発揮する単数複数の凹部、凸部、係止穴、係止片、
溝等を使用することができる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の好ましい実施形態を説明すると、本実施形態における収納
容器の蓋体は、図１ないし図１０に示すように、複数枚の精密基板Ｗを整列収納する容器
本体１の開口正面を蓋体９で着脱自在に嵌合閉鎖するもので、蓋体９を、容器本体１の開
口正面にシール可能に嵌合する断面略Ｕ字形の嵌合プレート１０と、この嵌合プレート１
０内に配設され、外部操作に基づいて容器本体１の開口正面に嵌合された嵌合プレート１
０を施錠又は解錠する一対の係止機構３０と、嵌合プレート１０の表面に装着されて各係
止機構３０を被覆する着脱自在のカバー体４０とから構成するようにしている。
【００１２】
複数枚の精密基板Ｗとしては、複数枚の半導体ウェーハが使用される。より詳しくは、３
００ｍｍの複数枚(例えば、２５枚や２６枚等)のシリコンウェーハが使用される。
【００１３】
　容器本体１は、図１ないし図４に示すように、透明のポリカーボネートや環状オレフィ
ン樹脂等を使用して正面が開口したフロントオープンボックスタイプに成形される。この
容器本体１の相対向する内部両側には、断面略Ｖ字形あるいはＵ字形の整列溝を並べ備え
た棚体２がそれぞれ設けられ、この一対の棚体２が上下に並んだ複数枚の精密基板Ｗを所
定の一定ピッチで水平に支持する。容器本体１の底部には、図２に示すように、前部両側
と後部とに、断面略Ｖ字形を呈した加工装置用の位置決め部材８が複数形成されるととも
に、収納容器の種類を検知して区別するための複数の貫通孔を有するプレート８Ａが取り
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付けられる。
【００１４】
容器本体１の底部両側にはレール３がそれぞれ着脱自在に装着され、このレール３がＡＧ
Ｖ(オートメーデッドガイディドバイスクル)やＲＧＶ(レールガイディドバイスクル)と呼
ばれる自動搬送機構に支持されて工程内を搬送される。容器本体１の天井にはハンドル４
が着脱自在に装着され、このハンドル４がＯＨＴ(オーバーヘッドホイストトランスファ
ー)と呼ばれる自動搬送機構に保持されて工程内を搬送される。容器本体１の開口正面は
、蓋体嵌合用のリム部５が幅広に一体形成され、このリム部５の内周上下両側には、蓋体
施錠用の凹み穴６がそれぞれ穿孔されており、容器本体１の外部両側には、把持用の搬送
ハンドル７がそれぞれ着脱自在に装着される。
【００１５】
なお、容器本体１を構成する一対の棚体２、ボトムプレート、３個の位置決め部材、一対
のレール３、ハンドル４、一対の搬送ハンドル７は、ポリカーボネート、ポリエーテルイ
ミド、ポリエーテルエーテルケトン、環状オレフィン樹脂等の熱可塑性樹脂を使用して成
形される。また、熱可塑性樹脂に導電性の付与された材料を使用して成形することもでき
る。
【００１６】
嵌合プレート１０は、図１、図２、図４ないし図１０に示すように、ポリカーボネート、
ポリエーテルイミド、ポリエーテルエーテルケトン、環状オレフィン樹脂等の熱可塑性樹
脂を使用して断面略Ｕ字形、略コ字形の略長方形に成形される。この嵌合プレート１０は
、周壁にエンドレスのシールガスケット１１が嵌着され、この弾性のシールガスケット１
１が蓋体９の嵌合時にリム部５内に変形して密嵌し、精密基板Ｗを整列収納した収納容器
の密封を確保する。
【００１７】
嵌合プレート１０の周壁内面の上下両側には、蓋体９の嵌合時に凹み穴６に対向する矩形
の出没孔１２が所定の間隔をおいてそれぞれ穿孔され、嵌合プレート１０の周壁の左右両
側には、カバー体用の複数の係止穴１３が所定の間隔をおいてそれぞれ穿孔される。また
、嵌合プレート１０の裏面中央には、断面略Ｖ字形あるいはＵ字形の整列溝を並べ備えた
基板押さえ１４が着脱自在に装着され、この基板押さえ１４が上下に並んだ複数枚の精密
基板Ｗの前端部を所定の一定ピッチで水平に支持し、前後方向に対する動きを規制する。
【００１８】
嵌合プレート１０の表面中央には図１、図２、図５、図６等に示すように、自動又は手動
による開閉把持用の膨出台座１５が正面略分銅紋(日本の家紋の一つ)、略Ｈ字形、あるい
は略鼓形に突出形成され、この膨出台座１５が嵌合プレート１０の左右両側の周壁との間
に、係止機構用の設置スペース１６をそれぞれ凹んだ状態に区画形成する。この膨出台座
１５の両側壁の上部には、把持用のつばが張り出し成形され、膨出台座１５の壁には、カ
バー体用の複数の係止穴１３が所定の間隔をおいて穿孔される。
【００１９】
膨出台座１５の下部一側と上部他側には、蓋体開閉装置による蓋体位置決め時に使用され
る位置決め穴１７がそれぞれ穿孔され、この一対の位置決め穴１７が蓋体９の中心点を挟
んで対角線上に配列される。この一対の位置決め穴１７と中心線に対して線対称の位置は
、蓋体吸着用の平坦面とされる。
なお、複数の係止穴１３は、膨出台座１５の壁に止まらず、嵌合プレート１０の設置スペ
ース１６やその近傍部等にも設けることができる。
【００２０】
各設置スペース１６には図５、図６等に示すように、各設置スペース１６の中央部に位置
する係止機構設置用の円筒リブ１８、各円筒リブ１８の近傍上下に位置する一対のストッ
パ１９、各円筒リブ１８の上下に位置する複数のカム２０がそれぞれ配設される。各円筒
リブ１８は周方向に分割形成される。また、各カム２０は、間隔をおいて平行に相対向す
る一対のカムレール２１を備え、この一対のカムレール２１の表面には、凹凸からなるカ
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ム面２２が形成される。
【００２１】
各係止機構３０は、図７ないし図１０に示すように、嵌合プレート１０の円筒リブ１８に
ボスリブを介して支持される回転可能な一対の回転プレート３１と、嵌合プレート１０の
カム２０に支持され、各回転プレート３１の回転により直線的にスライドして容器本体１
のリム部５の凹み穴６に嵌合係止する複数枚の係止プレート３５とから構成される。各回
転プレート３１は、円形に形成され、裏面の外周に設置スペース１６のストッパ１９と摩
擦係合する突起が突出形成される。
【００２２】
各回転プレート３１の表面の略円柱形を呈した中心部には、蓋体開閉装置による外部操作
用の操作穴３２が略長方形に穿孔され、外周部には、係止プレート用の一対の案内溝３３
が所定の角度で半円弧形に湾曲形成される。また、回転プレートの中心部周面には、手動
操作レバー３４が半径外方向に向けて突出形成される。この手動操作レバー３４は、一対
の回転プレート３１それぞれに蓋体９の中心線に対して線対称となるよう配設される。
【００２３】
このように構成された回転プレート３１は、操作穴３２に蓋体開閉装置の回転可能なＴ字
形のアタッチメントが挿入されることにより、９０°正逆に回転する。
なお、蓋体開閉装置の接続位置や寸法は、ＳＥＭＩ規格で容器のサイズ毎に定められてい
る。例えば、３００ｍｍウェーハ用の工程容器の蓋体寸法は、ＳＥＭＩ規格のＥ６２で標
準化された蓋体開閉装置に対応可能に定められている。
【００２４】
各係止プレート３５は、一対のカムレール２１の幅に対応する略長方形の板体からなり、
長手方向の中心線が回転プレート３１の中心と一致するようカム２０のカムレール２１に
配置される。この係止プレート３５は、一端部が出没孔１２を貫通して凹み穴６に嵌合係
止する係止爪３６に形成され、他端部にピン３７が形成されており、このピン３７が回転
プレート３１の案内溝３３に下方から直接又は回転ローラ等を介し嵌入される。各係止プ
レート３５の両側部には、複数の円柱突起３８が所定の間隔をおいて形成され、各円柱突
起３８がカムレール２１のカム面２２に直接又は回転ローラ等を介し係合接触する。
【００２５】
なお、係止機構３０の回転プレート３１や係止プレート３５等は、ポリカーボネート、フ
ッ含有ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、ポリエーテルエーテルケトン、
ポリエーテルイミド、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂を使用して適宜成形される。
【００２６】
各カバー体４０は、例えばポリカーボネート、フッ含有ポリカーボネート、ポリブチレン
テレフタレート、ポリエーテルエーテルケトン、ポリエーテルイミド、ポリアセタール等
の熱可塑性樹脂を使用して屈曲成形される。このカバー体４０は、図１、図２、図５に示
すように、中央部が回転プレート３１に対応して丸く、この中央部から上下に伸びる上下
部が係止プレート３５に対応するようそれぞれ略長方形に成形されており、両側部には係
止穴１３に嵌合する複数の係止片４１がそれぞれ突出形成されるとともに、他側部には操
作用の取り外し片４２が突出形成される。
【００２７】
カバー体４０の中央部には、回転プレート３１の操作穴３２に略対向する貫通操作孔４３
が矩形に穿孔され、この貫通操作孔４３が蓋体開閉装置のアタッチメントに貫通される。
カバー体４０の中央部の内側周壁には切り欠きが周方向に形成され、この切り欠きから手
動操作レバー３４が突出して操作可能な状態となる。
【００２８】
上記構成において、精密基板Ｗを整列収納した容器本体１を密封状態に封止する場合には
、蓋体開閉装置が容器本体１に図９の状態の蓋体を押圧嵌合し、係止機構３０の回転プレ
ート３１を９０°回転させる。すると、回転プレート３１の回転に伴い係止プレート３５
がカム２０のカム面２２に案内されつつ直線的にスライドし、係止プレート３５の係止爪



(7) JP 4073206 B2 2008.4.9

10

20

30

40

50

３６が嵌合プレート１０の出没孔１２を貫通して容器本体１の凹み穴６に嵌合係止する(
図１０参照)。この嵌合係止により、容器本体１が密封状態に封止される。
【００２９】
なお、回転プレート３１は、９０°回転すると、一のストッパ１９に接触し、必要以上の
回転が規制され、操作穴３２が任意の位置に位置決めされる。また、図９、図１０におい
ては、係止機構３０の状態を説明するため、カバー体４０を取り外した状態を示している
が、実際の使用に当たっては、カバー体４０の装着された蓋体９が使用される。
【００３０】
逆に、容器本体１から蓋体９を取り外す場合、蓋体開閉装置が係止機構３０の回転プレー
ト３１を逆方向に９０°回転させる。すると、回転プレート３１の逆回転に伴い係止プレ
ート３５がカム２０のカム面２２に案内されつつ直線的にスライドし、容器本体１の凹み
穴６に嵌合係止していた係止プレート３５の係止爪３６(図１０参照)が嵌合プレート１０
の出没孔１２を介して嵌合プレート１０内に後退する(図９参照)。この後退により、容器
本体１から蓋体９が取り外し可能な状態となる。
なお、回転プレート３１は、逆方向に９０°回転すると、他のストッパ１９に接触し、必
要以上の回転が規制され、操作穴３２が任意の位置に位置決めされる。
【００３１】
上記構成によれば、係止機構３０を確保しつつ、蓋体９を高価な中空構造から簡易なカバ
ー体４０付きの構造に変更するので、蓋体開閉の自動処理が可能であり、しかも、きわめ
て安価に製造することができる。また、係止機構３０の機能そのものにはなんら変更はな
いので、後工程の受け入れ工程でも前工程で使用される収納容器と互換性を有する蓋体付
きの収納容器を提供することができる。また、係る蓋体９を輸送容器に使用すれば、蓋体
９の自動開閉処理が可能になり、加工装置に接続使用することもできる。したがって、蓋
体９の開閉や精密基板Ｗの移し替えに際しては別の装置を特に必要としない。
【００３２】
また、カバー体４０を螺子締結ではなく、摩擦により装着し、しかも、このカバー体４０
を取り外して嵌合プレート１０とカバー体４０とを別々に洗浄するようにすれば、洗浄液
の流通空間を広く確保できるので、洗浄時に締結具等に洗浄液が付着して乾燥に長時間を
必要としたり、洗浄の大幅な遅延を招くことがなく、これを通じて洗浄や乾燥の著しい円
滑化、効率化、迅速化、容易化等を図ることが可能になる。また、例え専用の治具が手元
に存在しなくても、手動操作レバー３４を揺動操作するだけで、係止機構３０を施錠・解
錠することができる。つまり、何時でも蓋体９を手動で開閉操作することができるので、
開閉操作の便宜を大いに図ることができる。
【００３３】
また、係止機構３０は、螺子等がなく、部品点数が少ない簡素な構造なので、きわめて安
価に製造することが可能になる。したがって、大量に使用される収納容器に採用しても、
全体的なコストを削減することができる。さらに、膨出台座１５が実に掴み易い正面略分
銅紋、略Ｈ字形、あるいは略鼓形に形成されるので、手動による開閉把持操作がきわめて
容易となる。さらにまた、回転プレート３１の案内溝３３と係止プレート３５のピン３７
、カムレール２１のカム面２２と係止プレート３５の円柱突起３８との間に回転ローラや
カムフロア等を介在させれば、摩擦抵抗に伴う樹脂粉の発生を有効に防止することができ
る。
【００３４】
次に、図１１ないじ図１４は本発明の第２の実施形態を示すもので、この場合には、容器
本体１を、底部の大部分に矩形の中空を有する容器５０と、この容器５０の底部に装着さ
れて中空を覆う略半小判形のボトムプレート５１と、このボトムプレート５１の前端部に
超音波溶着や熱溶着等により立設されて容器５０の開口正面に嵌入されるリム部５を含む
蓋体嵌合枠５２とから構成するようにしている。
【００３５】
容器５０、ボトムプレート５１、蓋体嵌合枠５２は、ポリカーボネート、ポリエーテルイ
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ミド、ポリエーテルエーテルケトン、環状オレフィン樹脂等の熱可塑性樹脂を使用して成
形される。容器５０は、ボトムプレート５１と超音波溶着や熱溶着等により一体化された
り、あるいは着脱自在に組み立てられる。ボトムプレート５１の左右両側部には、断面略
Ｖ字形あるいはＵ字形の整列溝を並べ備えた棚体２がそれぞれ立設される。また、カバー
体４０は、例えばポリカーボネート、フッ含有ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタ
レート、ポリエーテルエーテルケトン、ポリエーテルイミド、ポリアセタール等の熱可塑
性樹脂の他、アクリル、スチレン等の透明シートやフィルム等を使用して成形される。そ
の他の部分については、上記実施形態と略同様であるので説明を省略する。
【００３６】
本実施形態においても上記実施形態と同様の作用効果が期待でき、しかも、簡易な構成と
コスト削減が期待できるのは明らかである。
【００３７】
なお、上記実施形態では回転プレート３１に案内溝３３を、係止プレート３５にピン３７
をそれぞれ配設したが、なんらこれに限定されるものではなく、逆でも良い。さらに、容
器５０の底部にボトムプレート５１を装着したが、他のプレートでも良い。
【００３８】
【発明の効果】
　以上のように本発明によれば、蓋体開閉の自動処理が可能で、例え後工程の受け入れ工
程でも前工程で使用される収納容器と互換性を有する蓋体付きの収納容器を得ることがで
き、しかも、専用装置を特に使用しなくても、蓋体の開閉や基板の移し替えを行うことが
できるという効果がある。また、蓋体洗浄の容易化を実現し、洗浄液を比較的短時間で乾
燥させることができるとともに、専用の治具がなくても蓋体を開閉操作することができ、
係止機構の構成の簡素化を図ることもできる。さらに、膨出台座が掴み易い正面略分銅紋
、略Ｈ字形、あるいは略鼓形に形成されるので、手動による開閉把持操作が容易になると
いう効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る収納容器の蓋体の実施形態を示す斜視図である。
【図２】本発明に係る収納容器の蓋体の実施形態における蓋体とカバー体とを示す概略要
部説明図である。
【図３】本発明に係る収納容器の蓋体の実施形態における開口した容器本体を示す正面図
である。
【図４】本発明に係る収納容器の蓋体の実施形態における蓋体を示す裏面図である。
【図５】本発明に係る収納容器の蓋体の実施形態における蓋体を示す正面図である。
【図６】本発明に係る収納容器の蓋体の実施形態における係止機構とカバー体なしの蓋体
を示す正面図である。
【図７】本発明に係る収納容器の蓋体の実施形態における蓋体と係止機構を示す断面説明
図である。
【図８】図７の組立状態を示す断面説明図である。
【図９】本発明に係る収納容器の蓋体の実施形態における係止機構の施錠状態を示す概略
正面図である。
【図１０】本発明に係る収納容器の蓋体の実施形態における係止機構の解錠状態を示す概
略正面図である。
【図１１】本発明に係る収納容器の蓋体の第２の実施形態を示す分解斜視説明図である。
【図１２】本発明に係る収納容器の蓋体の第２の実施形態を示す正面説明図である。
【図１３】本発明に係る収納容器の蓋体の第２の実施形態を示す一部側面図である。
【図１４】本発明に係る収納容器の蓋体の第２の実施形態を示す底面図である。
【符号の説明】
１　　　　　容器本体
５　　　　　リム部
６　　　　　凹み穴
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９　　　　　蓋体
１０　　　　嵌合プレート
１１　　　　シールガスケット
１２　　　　出没孔
１３　　　　係止穴(被係止部)
１５　　　　膨出台座
１６　　　　設置スペース
２０　　　　カム
３０　　　　係止機構
３１　　　　回転プレート
３２　　　　操作穴
３４　　　　手動操作レバー
３５　　　　係止プレート
３６　　　　係止爪
４０　　　　カバー体
４１　　　　係止片(係止部)
４３　　　　貫通操作孔
５０　　　　容器
５１　　　　ボトムプレート(底板プレート)
５２　　　　蓋体嵌合枠
Ｗ　　　　　精密基板

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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【図１２】

【図１３】

【図１４】
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